
土地改良関係施設補助金交付要綱

昭和３１年７月２８日付け３１農地第３５４３号（管)

最終改正 令和 ２年４月 １日付け 元農振第３３３２号

各地方農政局長

国土交通省北海道開発局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長 農林事務次官

第１ 農林水産大臣は、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）の施行に伴う土地改良関

係の事業等に要する経費に対し、予算の範囲内において都道府県に補助金を交付するも

のとし、その交付に関しては土地改良法、土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５

号）、補助金等に係る予算の執行の適性化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。

以下「法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和

３０年政令第２５５号。以下「令」という。）、農林畜水産業関係補助金等交付規則

（昭和３１年農林省令第１８号。以下「規則」という。）、予算科目に係る補助金等の

交付に関する事務について平成１２年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから

地方農政局長に委任した件（平成１２年６月２３日農林水産省告示第８９９号）、予算

科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成１２年度の予算に係る補助金等の

交付関するものから沖縄総合事務局長に委任した件（平成１２年６月２３日農林水産省

告示第９００号）及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成１３年

度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局長に委任した件（平成１

３年４月１３日農林水産省告示第５３８号）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。

第２ 第１に規定する事業等及びこれに要する経費に対する補助率は、次の表のとおりとす

る。

事業種別 細 目 補 助 率

国営造成 国営土地改良事業により造成した施設（これに準ずる 当該維持管理
施設県管 国有の土地改良施設を含む。）のうち排水機場、防潮水 事業費の１／３
理費補助 門（関連施設を含む。）、ダム又は頭首工であって、そ
事業 の規模及び当該事業に係る受益面積が他の同種のものに

比して著しく大きく、かつ、その操作が河川の管理に著
しい影響を及ぼすとともに、関係受益面積の相当部分を
占める非農地の浸湛水被害の防止機能を有するものと認
められる施設で別表に定める要件に該当するものについ
て都道府県が行う維持管理事業

別表

施 設 の 施 設 の 規 模 及 び 浸 湛 水 被 害 の
区 分 関 係 受 益 面 積 防 止 機 能

排水機場 １機場おおむね口 その操作により浸
径１,５００ミリメ 湛水被害の防止が見
ートル以上の排水機 込まれる非農地の面
が５台以上設置され 積が関係受益面積の
ているもの又は排水 おおむね２０％以上
能力においてこれと を占めると認められ
同程度のものであっ るもの
て、関係受益面積が
おおむね３,０００
ヘクタール以上であ
るもの



事業種別 細 目 補 助 率

施 設 の 施 設 の 規 模 及 び 浸 湛 水 被 害 の
区 分 関 係 受 益 面 積 防 止 機 能

防潮水門 年間利用水量がお その操作が地域社
おむね４,０００万 会の環境保全に著し
立方メートル以上又 い影響を及ぼすもの
は満水面積がおおむ と認められるもので
ね１,０００ヘクタ あって、その操作に
ール以上の淡水湖に より浸湛水被害の防
係るもので、計画通 止が見込まれる非農
水量がおおむね毎秒 地の面積が関係受益
１,０００立方メー 面積のおおむね２０
トル以上又は流域面 ％以上を占めると認
積がおおむね１万ヘ められるもの
クタール以上のもの
であって、関係受益
面積がおおむね３,
０００ヘクタール以
上であるもの

ダ ム・ 設計洪水量がおお 一級河川又は二級
頭 首 工 むね毎秒７００立方 河川に設置された管

メートル以上でゲー 理上特別の技術的配
ト三門以上を有する 慮を必要とするもの
ものであって、関係 であって、その操作
受益面積がおおむね により関係受益地帯
３,０００ヘクター の相当部分を占める
ル以上であるもの 地域について浸湛水

被害の防止が見込ま
れ、かつ、非農地が
当該地域の面積のお
おむね２０％以上を
占めると認められる
もの

基幹水利 基幹水利施設管理事業実施要綱（平成８年７月３１日 １ 管理事業に
施設管理 付け８構改Ａ第５９５号農林水産事務次官依命通知）第 おいては当該
事業 ５による事業 維持管理事業

費の３０％
２ 洪水調節機

能強化緊急対
応事業におい
ては定額

第３

１ 法第５条、令第３条及び規則第２条の規定に基づく申請書の様式は、別記様式第１号

のとおりとし、正副２部を地方農政局長等（北海道にあっては国土交通省北海道開発局

長（以下「北海道開発局長」という。）、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

（以下「沖縄総合事務局長」という。）、その他の都府県にあっては地方農政局長とい

う。以下同じ。）に提出するものとする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大

臣に提出するものとする。

第４ 農林水産大臣は、第３の２による書類の提出を受け、法第６条第１項及び第３項の規

定により補助金の交付を決定する場合、北海道開発局長を経由し北海道知事に通知する。



第５

１ 都道府県知事は、規則第３条第１号の規定により当該都道府県の区域を管轄する地方

農政局長（北海道にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）の承

認を受けようとする場合には、別記様式第２号による変更承認申請書正副２部を地方農

政局長等に提出するものとする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大

臣に提出するものとする。

第６ 農林水産大臣は、第５の２による書類の提出を受け、規則第３条第１号の規定により

変更承認する場合、北海道開発局長を経由し北海道知事に通知する。

第７ 規則第３条第１号の農林水産大臣が定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

１ 経費の配分の変更及び収支予算の変更

２ 事業の内容の変更

第８

１ 都道府県知事は、規則第３条第２号の規定により地方農政局長（北海道にあっては農

林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）の指示を求める場合には、補助事業

が予定の期間内に完了せず又は補助事業の遂行が困難となった理由並びに補助事業の遂

行状況を記載した書類正副２部を地方農政局長等に提出するものとする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大

臣に提出するものとする。

第９

１ 都道府県知事は、法第９条第１項、規則第４条により申請を取り下げる場合、取り下

げ理由を記載した書類正副２部を地方農政局長等に提出するものとする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大

臣に提出するものとする。

第10

１ 法第１２条の規定による報告は、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期（第４・

四半期を除く。）の末日現在において、別記様式第３号により遂行状況報告書を作成し、

当該四半期の最終月の翌月末までに正副２部を地方農政局長等に提出するものとする。

ただし、地方農政局長（北海道にあっては農林水産省農村振興局長、沖縄県にあっては

沖縄総合事務局長）が別に定める概算払請求書の提出をもって代えることができるもの

とする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大

臣に提出するものとする。

第11

１ 規則第６条第１項の実績報告書の様式は、別記様式第４号のとおりとし、正副２部を

地方農政局長等に提出するものとする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水産大

臣に提出するものとする。



第12 農林水産大臣は、第11の２の書類の提出を受け、法第１５条の規定により額の確定を

する場合、北海道開発局長を経由し北海道知事に通知する。

附則

１ 第２に掲げる国営造成施設県管理費補助事業であって、平成７年度の国の補助金が交

付され、平成８年度以降もなお「土地改良関係施設補助金交付要綱の一部改正につい

て」（平成８年７月３１日付け８構改Ａ第５９７号農林水産事務次官依命通知）による

改正前の本要綱の第２の細目の欄の（１）の別表に掲げる事業の要件に該当するものに

あっては、第２の規定にかかわらず、当該事業に係る補助率を４０％とする。

２ 土地改良関係施設補助金交付要綱の一部改正について（平成22年４月１日付け21農振

第2467号農林水産事務次官依命通知）による改正後の本要綱の規定（管理諸費及び事務

費に係るものに限る。）は、平成22年度以降の年度の予算に係る国の助成について適用

し、平成21年度の歳出予算に係る国の助成で平成22年度以降の年度に繰り越されたもの

については、なお従前の例による。

附則

この通知は、令和２年４月１日から施行する。



別記様式第１号（第３関係）

○○年度○○補助金交付申請書

番 号
年 月 日

○○農政局長
北海道にあっては農林水産大臣

（国土交通省北海道開発局長 経由）
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 殿

県（都道府）知事 氏 名

○○年度において、下記のとおり○○を実施したいので、土地改良関係施設補助金交付
要綱により、補助金○○円の交付を申請する。

記

１ 事業の目的

２ 事業の内容
（１）事業の名称
（２）施行主体名
（３）地区の名称
（４）事務所の所在地
（５）事業計画の概要

費 目 事 業 費 事業期間 自 年 月 日 摘 要
至 年 月 日

管 理 費 円
整 備 費
電 力 料

洪水調節機能強化
緊 急 対 応 費

３ 経費の配分

国 庫 国庫補助金以外の財源
費 目 事業費 摘 要

補助金 県（都道府） 市 町 村 土地改良区

管 理 費 円 円 円 円 円
整 備 費
電 力 料

洪水調節機能強化
緊 急 対 応 費

（注）実施計画書、関係図画及び都道府県の補助金交付規定又は要綱を添付すること。



４ 事業の完了予定年月日（又は完了年月日）

５ 収支予算（又は収支精算）

（１）収入の部

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

区 分 又は 又は 摘 要

（本年度精算額） （本年度予算額） 増 減

国 庫 補 助 金 円 円 円 円

県（都道府）費

市 町 村 負 担 金

地 元 負 担 金

計

（２）支出の部

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

区 分 又は 又は 摘 要

（本年度精算額） （本年度予算額） 増 減

管 理 費 円 円 円 円

整 備 費

電 力 料

洪水調節機能強化

緊 急 対 応 費



別記様式第２号（第５関係）

○○年度○○補助金変更承認申請書

番 号

年 月 日

○○農政局長

北海道にあっては農林水産大臣

（国土交通省北海道開発局長 経由）

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 殿

県（都道府）知事 氏 名

○○年○○月○○日付け○○第○○号で補助金交付決定の通知のあった事業の実施につい

て、別紙理由書に記載した理由により経費の配分及び事業計画の概要を変更し、

［金 円の追加交付（減額承認）を受け］たいので土地改良関係施設補助金交付要綱

により関係書類を添えて申請する。

（注）

１ 金額の変更のない場合は［ ］の部分を除くこと。

２ 上記の「関係書類」とは、別記様式第１号の様式に準じ、変更前の経費の配分及び

事業計画の概要と変更後の経費の配分及び事業計画の概要を比較対照できるよう変更

に係る部分についてのみ変更前を括弧書きで、上段に記載すること。

なお、添付書類については、交付申請書に添付したものから変更があったものに限

り添付すること。

３ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合にあっては、「変更承認申請書」を

「中止（廃止）承認申請書」と「変更」を「中止（廃止）」と置き換えること。



別記様式第３号（第10関係）

○○年度○○事業遂行状況報告書

番 号
年 月 日

○○農政局長
北海道にあっては農林水産大臣

（国土交通省北海道開発局長 経由）
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 殿

県（都道府）知事 氏 名

○○年○○月○○日付け○○第○○号に基づき、○○を実施中であるが、その○○年○○
月末現在の状況については下記のとおりであるので、土地改良関係施設補助金交付要綱によ
り報告する。

記

１ 収支の状況
（１）収入の部

区 分 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 摘 要

国 庫 補 助 金 円 円 円
県（都道府）費
市 町 村 負 担 金
地 元 負 担 金

計

（２）支出の部

区 分 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 摘 要

管 理 費 円 円 円
整 備 費
電 力 料

洪水調節機能強化
緊 急 対 応 費

２ 事業別状況

実施計画 出 来 高 進捗率
地区名 費 目 備考

事業費(A) 国庫補助金 事業費(B) 国庫補助金 ((B)/(A))

円 円 円 円 ％

（注）
１ 都道府県営事業については、備考欄に事業着手年月日及び事業完了予定年月日を

記載すること。
２ 間接補助事業については、事業１本にし、地区名欄に地区数を記載すること。

３ 事 業 着 手 年 月 日

４ 事業完了予定 年 月 日



別記様式第４号（第11関係）

○○年度○○事業実績報告書

番 号

年 月 日

○○農政局長

北海道にあっては農林水産大臣

（国土交通省北海道開発局長 経由）

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長 殿

県（都道府）知事 氏 名

○○年○○月○○日付け○○第○○号で補助金交付決定の通知のあったこの事業について、

下記のとおり事業を実施したので、土地改良関係施設補助金交付要綱により報告する。

（なお、併せて精算額○○円の交付を申請する。）

記

（注）

１ 記の記載事項は、別記様式第１号の記の記載要領に準ずる。

２ なお、間接補助事業者に対し間接補助金を交付している場合にあっては、記の４の

事業の完了年月日に加え、間接補助金の交付完了年月日を（ ）書きで記載するこ

と。

３ 添付書類については、各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料、

帳簿の写し又は補助金調書の写しを添付すること。また、このほか、補助金交付申請

書又は変更承認申請書に添付したものから変更があったものについては、必要書類を

添付すること。


